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日本の死刑 － 民主主義国家にあるまじき行為   

欧州連合体及び欧州評議会へのアピール 

 
 
パリ、２００３年５月 21 日 －国際人権連盟は長年、死刑廃止運動に携わっています。 運
動の一環として、死刑を今だに続行している国で実態調査を行っています。 ２００２年１

０月、国際人権連盟は、日本へ赴き、死刑囚の裁判までの状況と拘禁状態について調査を

実施しました。 
 
本日、その調査報告書を、日本の死刑 － 民主主義国家にあるまじき行為と題してフラン

ス語、英語、日本語で発表します。 
 
調査結果は誠に遺憾なものです。１９９３年以降、日本では、４３名が誰にも知られるこ

となく処刑され、５６名の死刑囚が執行を待っています。 
 
日本弁護士連合会の防御制度改善の努力にもかかわらず、日本では拘留者、特に死刑囚は

公平な裁判を受けていません。 なかでも、２３日間続く警察署での取り調べ－代用監獄は、

公平な裁判の原則に違反しています。 強制による自白が供述調書の基になっており、この

ため、捜査段階での誤判の可能性は高くなっています。 
 
死刑囚の拘禁状態は、その事自体、残虐、非人間的かつ品位を傷つける取扱いに相当しま

す。 死刑が一旦確定すると、死刑囚は厳正隔離されます。 唯一許されている親族や弁護

士との面会は厳しく監視されます。 執行は当日の朝、本人に言い渡されるので、毎日を人

生最期の日という思いで過ごすことになります。 家族へは、執行の翌日知らされます。 法
務大臣は死刑判決６ヶ月後に執行命令書に署名することになっています。 しかし、実際に

はこの規則は遵守されておらず、なかには、何十年も監禁され、毎日執行の恐怖に脅えて

いる人がいます。 免田栄さんは無罪放免されるまで、３４年牢獄で過ごしました。 国際



人権連盟は、長期にわたる拘留期間は、市民的及び政治的国際人権条約７条と１０条に違

反することを想起します。 
 
日本の死刑制度は、死刑全廃、せめては、執行停止を掲げる国際法の進展に反するもので

す。 
 
日本では、死刑を取り巻く密行主義とマスコミの死刑を報道しない姿勢が死刑続行に貢献

しています。  
死刑廃止を推進する議員連盟は、死刑廃止の一里塚として二年間執行停止することを提案

しており、この案は、採用されるべきです。 
 
国際社会は国際機関と市民団体、とりわけ日本と欧州連合との関係に期待を寄せています。 
 
国際人権連盟は、第１２回欧州連合と日本のサミット会議で、死刑問題が討議されなかっ

たことに遺憾の意を表明します。 １９９８年６月欧州連合が採択した死刑に関する基本方

針及び、欧州連合と第三国との関係についての２００１年６月２５日の General affairs Ｃ
ｏｕｎｃｉｌの結論に従い、死刑問題は、今後すべての会合で必ず議題に加えるべきです。 
 
日本が、欧州評議会の要望に対しこの二年来、実効的な措置を一切講じていないことを考

慮し、オブザーバー資格の一時停止と、廃止に向けての特別対策の推進を、２００３年６

月２３日から２７日に開催される欧州評議会議員総会で、欧州評議会が日本に要請するこ

とを国際人権連盟は、要求します。 いずれにしても、欧州評議会が日本の死刑問題の実情

に、関心を持ちつづけることを要請します。 
 
 
 
 


